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国　税／�6月分源泉所得税の納付� 7月12日
国　税／�納期の特例を受けた源泉所得税（1月〜6月

分）の納付� 7月12日
国　税／�所得税予定納税額の減額承認申請�7月15日
国　税／�所得税予定納税額第1期分の納付� 8月2日
国　税／�5月決算法人の確定申告（法人税・消費税

等）、11月決算法人の中間申告� 8月2日
国　税／�8月、11月、2月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合）　� 8月2日
地方税／�固定資産税（都市計画税）第2期分の納付

� 市町村の条例で定める日
労　務／�社会保険の報酬月額算定基礎届� 7月12日
労　務／�労働保険料（概算・確定）申告書の提出・（全

期・１期分）の納付� 7月12日
労　務／�障害者・高齢者雇用状況報告� 7月15日
労　務／�労働者死傷病報告（4月〜6月分）� 8月2日

　国税職員の定期人事異動日は、毎年7月10
日とされています。異動する人数は職員の約
3分の1にあたり、概ね2年おきに異動します。
異動先は同じ国税局・税務署だけでなく、他
の国税局やその管轄税務署のほか、国税庁、
財務省などの場合もあり、民間の会社員同様、
引っ越しが伴うケースも少なくありません。

ワンポイント 国税職員の定期人事異動

7 月 の 税 務 と 労 務7月 （文月）JULY

22日・海の日　23日・スポーツの日
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7 月号─2

　

令
和
三
年
度
税
制
改
正
で
は
、
新

型
コ
ロ
ナ
の
拡
大
・
蔓
延
に
よ
り
、

大
企
業
、
中
堅
企
業
、
中
小
企
業
の

規
模
に
関
わ
ら
ず
影
響
を
受
け
て
い

る
こ
と
か
ら
、
経
済
再
生
に
向
け
た

税
制
改
正
の
一
環
と
し
て
、「
所
得

拡
大
促
進
税
制
（
賃
上
げ
・
投
資
促

進
税
制
）」
に
つ
い
て
見
直
し
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
中
小
企
業
向
け
の
所
得

拡
大
促
進
税
制
を
中
心
に
整
理
し
て

み
ま
す
。

Ⅰ　

中
小
企
業
に
お
け
る
所
得
拡
大

促
進
税
制
の
見
直
し

　

所
得
拡
大
促
進
税
制
は
、
前
年
度

よ
り
給
与
等
の
支
給
額
を
増
加
さ
せ

た
場
合
、
そ
の
増
加
額
の
一
部
を
法

人
税
等
か
ら
税
額
控
除
で
き
る
制
度

で
す
が
、
現
状
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

の
影
響
で
経
営
環
境
の
悪
化
が
続
く

中
、
賃
上
げ
は
お
ろ
か
雇
用
維
持
へ

の
懸
念
も
拡
が
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
中
小
企
業
全
体
と
し
て

雇
用
を
守
り
つ
つ
、
賃
上
げ
だ
け
で

な
く
、
雇
用
を
増
加
さ
せ
る
企
業
を

下
支
え
す
る
観
点
か
ら
、
適
用
要
件

を
見
直
し
た
上
で
、
適
用
期
限
が
二

年
延
長
さ
れ
ま
し
た
。

１　

改
正
前
の
制
度
の
内
容

　

中
小
企
業
者
等
が
、
国
内
雇
用
者

に
対
し
て
給
与
等
を
支
給
す
る
場
合

に
お
い
て
、
雇
用
者
給
与
等
支
給
額

が
前
年
度
以
上
、
か
つ
、
継
続
雇
用

者
給
与
等
支
給
額
が
前
年
度
比
で

一
・
五
％
以
上
増
加
し
て
い
る
と
き

は
、
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
の
対
前

年
度
増
加
額
の
一
五
％
に
相
当
す
る

金
額
を
税
額
控
除
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
法
人
税
額
の
二
〇
％
相

当
額
が
限
度
で
す
。

※　

雇
用
者
給
与
等
支
給
額
と
は
、

国
内
雇
用
者
に
支
払
っ
た
給
与
等

の
総
額
、
継
続
雇
用
者
給
与
等
支

給
額
と
は
、
こ
の
制
度
の
適
用
年

の
前
年
度
の
期
首

か
ら
適
用
年
度
の

期
末
ま
で
の
全
て

の
月
分
の
給
与
等

の
支
給
を
受
け
た

国
内
雇
用
者
の
う

ち
一
定
の
者
に
支

払
っ
た
給
与
等
の

総
額
で
す
。

　
　

な
お
、
国
内
雇

用
者
に
は
、
パ
ー

ト
、ア
ル
バ
イ
ト
、

日
雇
い
労
働
者
も

含
み
ま
す
が
、
使

用
人
兼
務
役
員
を

含
む
役
員
及
び
役

員
の
特
殊
関
係

者
、
個
人
事
業
主

と
特
殊
の
関
係
の

あ
る
も
の
は
含
ま

れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
次
の
要
件

を
満
た
す
場
合
は
、

令
和
三
年
度
税
制
改
正

所
得
拡
大
促
進
税
制
の
改
正
ポ
イ
ン
ト

 

～
中
小
企
業
に
お
け
る
制
度
の
見
直
し
を
中
心
に
～　

中小企業における所得拡大促進税制� （財務省資料）
〈改正前〉 《改正後》

【要件】
①	継続雇用者給与等支給額：対前年度増加率1.5％
以上
②雇用者給与等支給額：対前年度を上回ること
【税額控除】
・	雇用者給与等支給額の対前年度増加額の15％
の税額控除
・	継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が
2.5％以上であり、かつ、教育訓練費増加等の
要件※を満たす場合には、控除率を10％上乗
せ（→合計25％）
・税額控除額は法人税額の20％を限度

【要件】
・	雇用者給与等支給額：対前年度増加率1.5％以
上

【税額控除】
・	雇用者給与等支給額の対前年度増加額の15％
の税額控除

・	雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5％
以上であり、かつ、教育訓練費増加等の要件※
を満たす場合には、控除率を10％上乗せ（→合
計25％）

・税額控除額は法人税額の20％を限度
※教育訓練費増加等の要件：次のいずれかの要件
　	①当期の教育訓練費≧前期の教育訓練費の1.1倍、②中小企業等経営強化法の認定に係る計画（【改正
後】中小企業事業再編投資損失準備金制度に係る経営力向上計画の追加）における経営力向上の証明



3─7月号

税
額
控
除
率
が
一
〇
％
上
乗
せ
さ
れ

二
五
％
に
な
り
ま
す
。

①　

継
続
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
が

前
年
度
比
で
二
・
五
％
以
上
増
加

し
て
い
る
こ
と

②　

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か

を
満
た
す
こ
と

イ　

教
育
訓
練
費
が
前
年
度
比
で

一
〇
％
以
上
増
加
し
て
い
る

ロ　

中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
に

基
づ
く
経
営
力
向
上
計
画
の
認

定
を
受
け
て
お
り
、
経
営
力
向

上
が
確
実
に
行
わ
れ
て
い
る

２　

改
正
の
内
容

⑴
　
給
与
等
支
給
要
件
の
見
直
し

　

給
与
等
支
給
要
件
に
つ
い
て
、「
継

続
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
」か
ら「
雇

用
者
給
与
等
支
給
額
」
の
前
年
度
比

較
と
さ
れ
、
企
業
全
体
の
支
給
額
の

増
加
で
判
定
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
見
直
し
に
よ
り
継
続
雇
用
者

の
集
計
が
不
要
と
な
り
、
煩
雑
だ
っ

た
集
計
計
算
に
か
か
る
労
力
を
削
減

で
き
、利
用
し
や
す
く
な
り
ま
し
た
。

⑵
　
上
乗
せ
措
置
要
件
の
見
直
し

　

原
則
一
五
％
の
税
額
控
除
を
二
五

％
と
す
る
上
乗
せ
措
置
に
つ
い
て
、

「
継
続
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
」
の

前
年
度
比
二
・
五
％
以
上
増
加
と
の

要
件
が
、「
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
」

で
前
年
度
比
二
・
五
％
以
上
増
加
と

さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
教
育
訓
練
費
増
加
等
の
要

件
で
あ
る
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法

の
認
定
に
係
る
計
画
に
つ
い
て
、
中

小
企
業
事
業
再
編
投
資
損
失
準
備
金

制
度
に
係
る
経
営
力
向
上
計
画
が
追

加
さ
れ
ま
し
た
。

⑶
　
そ
の
他

　

給
与
等
の
支
給
額
か
ら
控
除
す
る

金
額
の
範
囲
が
明
確
化
さ
れ
、
前
記

⑴
、
⑵
の
要
件
を
判
定
す
る
場
合
に

は
、
雇
用
調
整
助
成
金
は
雇
用
者
給

与
等
支
給
額
か
ら
控
除
し
な
い
こ
と

と
さ
れ
ま
す
が
、
税
額
控
除
率
を
乗

ず
る
基
礎
と
な
る
金
額
は
、
雇
用
調

整
助
成
金
を
控
除
し
て
計
算
し
た
金

額
が
上
限
と
な
り
ま
す
。

⑷
　
留
意
点

　

改
正
の
適
用
期
間
は
、
令
和
三
年

四
月
一
日
か
ら
五
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
開
始
す
る
事
業
年
度
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
一
般
的
に
令
和
四

年
二
月
決
算
ま
で
は
、
旧
規
定
が
適

用
さ
れ
混
乱
し
や
す
い
と
こ
ろ
も
あ

り
ま
す
の
で
、注
意
が
必
要
で
す（
後

述
す
る
「
Ⅱ　

人
材
確
保
等
促
進
税

制
」も
同
様
）。

Ⅱ　

人
材
確
保
等
促
進
税
制
（
大
企

業
・
中
堅
企
業
向
け
所
得
拡
大
促

進
税
制
）

　

大
企
業
、
中
堅
企
業
向
け
の
所
得

拡
大
促
進
税
制
の
見
直
し
で
は
、
新

た
な
人
材
獲
得
及
び
人
材
育
成
の
強

化
を
促
し
つ
つ
、
第
二
の
就
職
氷
河

期
を
生
み
出
さ
な
い
よ
う
に
す
る
観

点
か
ら
、
新
規
雇
用
者
に
対
す
る
給

与
を
一
定
割
合
以
上
増
加
さ
せ
た
場

合
、
新
規
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
の

一
定
割
合
を
税
額
控
除
で
き
る
措
置

等
が
設
け
ら
れ
、「
人
材
確
保
等
促

進
税
制
」に
改
組
さ
れ
ま
し
た
。

改
正
の
内
容

⑴
　
給
与
等
支
給
要
件
の
見
直
し

　

こ
れ
ま
で
の
「
継
続
雇
用
者
給
与

等
支
給
額
」の
前
年
度
比
較
か
ら「
新

規
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
」
の
前
年

度
比
較
に
よ
る
も
の
に
見
直
さ
れ
、

そ
の
増
加
率
に
つ
い
て
も
二
％
（
改

正
前
：
三
％
）
以
上
で
あ
れ
ば
雇
用

者
給
与
等
支
給
額
の
対
前
年
度
増
加

額
を
上
限
に
新
規
雇
用
者
給
与
等
支

給
額
の
一
五
％
の
税
額
控
除
が
受
け

ら
れ
ま
す
。

※　
「
新
規
雇
用
者
給
与
等
支
給

額
」
と
は
、
国
内
事
業
所
で
新
た

に
雇
用
し
た
雇
用
保
険
法
の
一
般

被
保
険
者
に
対
し
て
そ
の
雇
用
し

た
日
か
ら
一
年
以
内
に
支
給
す
る

給
与
等
支
給
額
で
す
。

⑵
　
設
備
投
資
要
件
の
見
直
し

　

こ
れ
ま
で
設
け
ら
れ
て
い
た
「
国

内
設
備
投
資
額
が
当
期
の
減
価
償
却

費
の
総
額
の
九
五
％
以
上
」
の
要
件

が
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑶
　
税
額
控
除
率
の
上
乗
せ
要
件
の

見
直
し

　

税
額
控
除
率
が
上
乗
せ
で
き
る
教

育
訓
練
費
の
増
加
要
件
が
、
前
年
度

（
改
正
前
：
前
年
度
・
前
々
年
度
の

平
均
）
比
一
・
二
倍
で
あ
れ
ば
控
除

率
が
五
％
上
乗
せ
さ
れ
、
二
〇
％
の

税
額
控
除
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
要
件

の
緩
和
が
図
ら
れ
ま
し
た
。



7 月号─4

　賃貸する建物から借家人に立ち退いても
らうために、立退料を支払うことがありま
す。
　その際の立退料の取扱いについては、賃
貸している建物やその敷地を譲渡するため
に支払う立退料は、譲渡に要した費用とし
て譲渡所得の金額の計算上控除されます
が、これに当たらない立退料で、不動産所
得の基因となっていた建物の賃借人を立ち
退かすために支払う立退料は、不動産所得
の金額の計算上必要経費となります。
　また、土地、建物等を取得する際に、そ
の土地、建物等を使用していた者に支払う
立退料は、土地、建物等の取得費又は取得
価額になります。
　そして、敷地のみを賃貸し、建物の所有
者が借地人である場合に、借地人に立ち退
いてもらうための立退料は、通常、借地権
の買い戻しの対価となりますので土地の取
得費になります。

 所得税  
立退料を支払ったとき

　
消
費
税
の
中
間
申
告
に
お

い
て
、
仮
決
算
を
し
た
と
こ

ろ
申
告
額
が
マ
イ
ナ
ス
に
な
り
ま
し

た
。
控
除
不
足
額
の
還
付
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
そ
の
課
税
期
間
に
つ
い
て

納
付
す
べ
き
税
額
が
発
生
す

る
か
還
付
金
が
発
生
す
る
か
は
確
定

申
告
に
よ
っ
て
確
定
す
る
も
の
で
す

か
ら
、
仮
決
算
に
よ
る
中
間
申
告
額

が
マ
イ
ナ
ス
と
な
っ
た
場
合
で
あ
っ

て
も
中
間
申
告
に
お
い
て
還
付
を
受

け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
場

合
の
中
間
納
付
額
は
零
円
と
な
り
ま

す
。

　
な
お
、
仮
決
算
の
結
果
中
間
申
告

額
が
マ
イ
ナ
ス
と
な
る
場
合
で
も
、

中
間
申
告
書
を
提
出
し
な
い
場
合
に

は
直
前
の
課
税
期
間
の
確
定
税
額
の

六
カ
月
（
三
カ
月
又
は
一
カ
月
）
相

当
額
に
よ
る
中
間
申
告
書
の
提
出
が

あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

消
費
税
の
中
間
申
告
額
が
マ
イ
ナ
ス
の
場
合

　その年の12月31日現在（以下、「年末」
といいます。）で引き続き6カ月以上にわた
って、身体の障害により寝たきりの状態で、
複雑な介護を必要とする（介護を受けなけ
れば排便等をすることができない程度の状
態にあると認められる）人は特別障害者に
該当し、このような人が扶養親族又は同一
生計配偶者（納税者と生計を一にするもの
（青色事業専従者等を除きます。）のうち、
合計所得金額が48万円以下であるもの）
であるときは、所得税の障害者控除を受け
ることができます。
　障害者控除額は、特別障害者に該当する
場合は40万円、その特別障害者が控除対
象配偶者（同一生計配偶者のうち、合計所
得金額が1,000万円以下である者の配偶
者）又は扶養親族で、かつ、納税者又は納
税者と生計を一にするその他の親族のいず

れかとの同居を常としている場合は75万
円です。
　また、寝たきりの状態にある人が、控除
対象扶養親族（扶養親族のうち、年末の年
齢が16歳以上の人）又は控除対象配偶者
に該当する場合には、障害者控除に加え扶
養控除又は配偶者控除を受けることができ
ます。
　老人扶養親族（控除対象扶養親族のうち、
年末の年齢が70歳以上の人）に係る控除
額は、同居老親等（老人扶養親族のうち納
税者又はその配偶者の直系尊属で、納税者
又はその配偶者と同居を常としている人）
は58万円、それ以外の者は48万円です。
　老人控除対象配偶者（控除対象配偶者の
うち、年末の年齢が70歳以上の人）に係
る控除額は、控除を受ける納税者本人の合
計所得金額により異なり、納税者本人の合
計所得金額が900万円以下は48万円、
900万円超950万円以下は32万円、950
万円超1,000万円以下は16万円となりま
す（平成30年分以後）。

寝たきりの老人がいるとき
の所得控除
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